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【発表要旨】 

 

今回の発表の目的は、1896 年(明治 29)法律第 89 号に定められた日本民法と、以後施行された民事法

関連法律が植民地朝鮮で適用される様相を考察する。これは今後、日本と植民地朝鮮の間で形成された

「法的構造」の形を調べるための基礎的な考察でもある。 

日本の明治政府は 1888 年(明治 21)民法典を編纂した。しかし、この施行は延期された、1896 年の総

則、物権、債権の部分が、1898 年に親族、相続部分が公布され、1899 年 7 月 16 日からすべて施行さ

れることとなった。民事訴訟法と商法は 1899 年から事実上施行されることになった。こうした日本の

民事関連法律は植民地朝鮮でも適用されることになった。 

1912 年 8 月、制令第 7 号<朝鮮民事令>が発表された。日本の内閣と朝鮮総督府との間で約 2 年間の

調整を経た末に作られた法令だった。同法の各条項は内容別に大きく二つに大別できる。 

第一に、日本の民事関連法を"依用"することを定めた第 1 条である。第二に、植民地朝鮮にのみ適用さ

れる事項を適用した"特例条項"である。 

<朝鮮民事令>は、日本の法律を適用しながらも、日本とは違って、法律を適用し統治するという朝

鮮総督府および日本政府の方針が盛り込まれている法令だったのだ。 
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